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命 令 書（写）

北九州市八幡東区西本町２丁目９番１５号

申立人 全日本金属情報機器労働組合福岡地方本部鉄鋼自動車関連労働者支部

執行委員長 Ｘ１

北九州市戸畑区大字中原先ノ浜４６番５９号

被申立人 日本鋳鍛鋼株式会社

代表取締役 Ｙ１

上記当事者間の福岡労委平成２３年（不）第１号日本鋳鍛鋼不当労働行為救済

申立事件について、当委員会は、平成２３年１０月２８日第１８６９回、同年

１０月３１日第１８７０回及び同年１１月１５日第１８７１回公益委員会議にお

いて、会長公益委員野田進、公益委員川嶋四郎、同五十君麻里子、同植田正男、

同大石桂一、同田中里美及び同後藤裕が出席し、合議の上、次のとおり命令する。

主 文

１ 被申立人は、申立人が行った平成２２年６月１４日付け、同年１０月２６日

付け及び同年１２月２０日付けの団体交渉申入れのうち、次の事項を議題とす

る団体交渉に応じなければならない。

(1) ３６協定を超えた時間外労働に対する賃金の支払及びその算出資料につい

て

(2) ３６協定を超えて時間外労働を命じたことに関する経緯について

(3) 時間外労働に対する賃金に関する遅延損害金について

(4) 時間外労働時間の管理方法について

(5) 休憩時間中の就労に対する賃金の支払について

(6) 休憩時間中の就労実態について

２ その余の申立てを棄却する。
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理 由

第１ 事案の概要等

１ 事案の概要

本件は、申立人全日本金属情報機器労働組合福岡地方本部鉄鋼自動車関連

労働者支部（以下「組合」という。）が、平成２２年６月１４日付け、同年

１０月２６日付け及び同年１２月２０日付けで被申立人日本鋳鍛鋼株式会社

（以下「会社」という。）に申し入れた団体交渉（以下「団交」という。）

に、会社が応じなかったことが、労働組合法（以下「労組法」という。）７

条２号に該当する不当労働行為であるとして、組合が救済を申し立てた事案

である。

２ 請求する救済内容

会社は、組合が平成２２年６月１４日付け、同年１０月２６日付け及び同

年１２月２０日付けで申し入れた団交に誠意を持って応じなければならな

い。

３ 本件の主な争点

本件の主な争点は、以下のとおりである。

(1) 会社は、組合が平成２２年６月１４日付け、同年１０月２６日付け及び

同年１２月２０日付けで申し入れた団交に応ずべき使用者に当たるか。

(2) 上記(1)について、会社が使用者に該当するとして、組合が平成２２年

６月１４日付け、同年１０月２６日付け及び同年１２月２０日付けで申し

入れた団交を会社は正当な理由なく拒否したといえるか。

第２ 認定した事実（以下において、特に証拠を摘示したもの以外は、当事者間

に争いのない事実である。）

１ 当事者等

(1) 申立人

組合は、平成１７年９月２５日に結成された個人加盟方式の合同労働組
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合であり、本件申立時の組合員数は８名である。平成２２年４月７日に組

合に加入したＸ２は、株式会社ビー・エス・エス（以下「ＢＳＳ社」とい

う。）から会社に派遣された派遣社員であった。申立時において、会社に

組合の組合員はいない。

(2) 被申立人

会社は、肩書地に本社を置き、大型鋳鍛鋼品（各種発電プラント、各種

産業機械、大型船舶部品等）の製造及び販売を業とする株式会社である。

本件申立時における従業員数は約６５０名である。

(3) 申立外ＢＳＳ社

ＢＳＳ社は、福岡県中間市に本社を置く人材派遣事業等を業とする株式

会社である。

〔甲第１号証（以下「甲１」と略記。以下これに準じて表記。）〕

２ Ｘ２のＢＳＳ社への登録及び会社への事前訪問

平成２０年１０月、Ｘ２は、ＢＳＳ社に派遣登録をした。

同年１１月、Ｘ２は、ＢＳＳ社の担当者であるＺとともに会社を訪問し、

総務部購買グループのＹ２マネージャーから会社の業務内容等について説明

を受けた。その中でＸ２は、Ｙ２マネージャーから、月末の棚卸しとその処

理を行う月初めが忙しいので、その期間は残業がある旨の説明を受けた。

〔甲３５、第１回審問Ｘ２証人陳述（以下「審①Ｘ２証人」と略記。以下こ

れに準じて表記。）〕

３ Ｘ２の就労開始等

(1) 平成２１年１月５日、Ｘ２は、会社の総務部購買グループにおいて就労

を開始した。総務部購買グループとは、原燃料・一般資材等の購買契約、

需給計画立案及び在庫管理に関する業務等を行う部署である。

同年１月から２月の間、Ｘ２に割り当てられた業務内容は、①約６０種

類の資材（耐火物、燃料、石油製品等）の発注・入荷・検収・在庫確認と

棚卸データ入力・修正などの棚卸業務、②会社が新日本製鐵株式会社八幡

製鐵所構内にあるため、廃材等の資材を積んだトラックが退門する際に必

要となる資材搬出証明書を作成し、それをトラックの運転手に渡す業務等、

③会社内の各工場へ搬入する資材が発注重量どおり入荷されているか確認
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し、受入伝票に確認印を押印する作業（以下「窓口受付業務」という。）

であった。

なお、Ｘ２に対する作業の指示はＹ２マネージャーが行っていた。

〔乙７、審①Ｘ２証人、審②Ｙ４証人〕

(2) 会社とＢＳＳ社との間で交わした平成２１年１月５日付けの労働者派遣

契約の内容は概ね次のとおりであり、以後、平成２１年４月１日、同年７

月１日、同年１０月１日及び平成２２年１月１日に更新され、派遣期間は

最終的には平成２２年３月３１日までであった。

ア 契約の期間

平成２１年１月５日から同年３月３１日まで

イ 派遣条件

(ｱ) 業務内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律施行令（以下「労働者派遣法施行令」という。）４

条５号事務用機器操作

(ｲ) 就業場所名称：日本鋳鍛鋼株式会社

部署：総務部

(ｳ) 指揮命令者

Ｙ３（総務部購買グループリーダー。平成２１年４月１日から購買

グループリーダーと総務部の購買担当部長を兼務。以下「Ｙ３グルー

プリーダー」という。）

(ｴ) 派遣元責任者

Ｚ

(ｵ) 就業日

火、水、木、金、土

(ｶ) 就業時間

８時３０分から１７時まで

(ｷ) 休憩時間

１２時から１２時４５分まで

(ｸ) 時間外労働

有（１か月４０時間、年間３６０時間以内とする。）

(ｹ) 派遣料金
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１時間当たり１，６００円

(ｺ) 苦情担当責任者

派遣先責任者：Ｙ４（総務部人事・教育グループマネージャー。以

下「Ｙ４マネージャー」という。）

派遣元責任者：Ｚ

〔乙１の１～５、乙９〕

(3) Ｘ２とＢＳＳ社との間で交わした平成２１年１月５日付けの派遣スタッ

フ雇用契約書の内容は概ね次のとおりであり、契約はその後、複数回更新

され、契約期間は最終的には平成２２年３月３１日までであった。

就業場所名称：日本鋳鍛鋼株式会社

部署：総務部

指揮命令者：Ｙ３グループリーダー

派遣元責任者：Ｚ

業務内容：労働者派遣法施行令４条５号事務用機器操作

派遣期間：平成２１年１月５日から同年２月２８日まで

就業日：火、水、木、金、土

就業時間：８時３０分から１７時まで

休憩時間：１２時から１２時４５分まで

時間外労働：有（１か月４０時間、年間３６０時間以内とする。）

時給：１時間当たり １，０００円

（平成２１年３月以降は１，１００円）

〔甲２８〕

４ Ｘ２の就労実態等

(1) Ｘ２は、ＢＳＳ社所定の TIME CARD と称する出退勤時間等を記載する

整理簿（以下「タイムカード」という。ただし、タイムレコーダーの打刻

によらない手書きの帳簿）に就労時間等を記入し、Ｙ２マネージャーに提

出していた。ＢＳＳ社への提出は、Ｙ２マネージャーが記入内容を確認の

上、押印したものをＸ２が月初めにＢＳＳ社へファクシミリで送信する方

法で行っていた。

ただ、Ｘ２は、１２時から１２時４５分までの休憩時間中に、窓口受付

業務等を行うことがあった。
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また、Ｘ２は、ＢＳＳ社から毎月２０日に銀行振込により前月分給与の

支給を受けていた。

〔甲２８、乙７、審②Ｙ４証人〕

(2) なお、Ｘ２は、ＢＳＳ社に派遣登録してから、同社の提供する無料のプ

ログラマー養成講座を計１４回受講していたが、会社で就労を開始した後

はこれを受講していない。

〔甲３８〕

５ 正社員化等を巡るＸ２と会社とのやりとり

(1) Ｘ２が就業を開始した平成２１年１月５日当日、Ｙ４マネージャーは、

Ｙ２マネージャーからの依頼により、Ｘ２が残業をすることができるかど

うかの正式な確認をＺに求めたところ、Ｘ２が残業を了承した旨の連絡を

Ｚより受けたので、これをＹ２マネージャーに伝えた。

〔乙７、審②Ｙ４証人〕

(2) 同年２月末、Ｘ２は、Ｚから、会社の正社員になる意思があるかどうか、

月初めや月末以外でも残業ができるかどうか、Ｙ２マネージャーから確認

をとってほしいと依頼された旨を伝えられた。その際、Ｚは、正社員にな

るなら残業もしなければならない旨述べた。

数日後、Ｘ２は、Ｚに対し、会社の正社員になる意思がある旨及び残業

することは可能である旨を回答した。

〔甲３５、審①Ｘ２証人〕

(3) 同年３月以降、Ｘ２は、それまで行っていた業務に加え、工場の操業に

直接関わる重要資材約２００種類を新たに担当するようになり、また、業

務範囲もデータ入力等の実務からデータ分析、発注計画、ＱＣサークル活

動等に拡大された。これにより、Ｘ２は、月初めや月末以外についても時

間外労働を行うようになった。

タイムカードに記載された時間外労働時間数は、以下のとおりであり、

それまで月１０時間程度であった時間外労働時間が同年４月以降、ほぼ固

定的に月３０時間以上となり、後記(9)のように４０時間を超えることも

あった。

〔甲３５、審①Ｘ２証人、審②Ｙ４証人〕
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時間外労働時間 時間外労働時間

（時間） （時間）

平成21年 1月 10.25 平成22年 1月 記録なし

平成21年 2月 8.75 平成22年 2月 40.00

平成21年 3月 14.25 平成22年 3月 記録なし

平成21年 4月 34.00

平成21年 5月 35.00

平成21年 6月 45.00

平成21年 7月 33.25

平成21年 8月 30.25

平成21年 9月 記録なし

平成21年10月 40.00

平成21年11月 40.00

平成21年12月 37.25

〔甲３〕

(4) 同年３月中旬頃、Ｘ２は、Ｚから電話で、正社員化（会社が正社員とし

て直接に雇用することをいう。以下同じ。）の件が７月からになったとＹ

２マネージャーから話があった旨伝えられた。

その数日後、Ｘ２は、会社の資材管理室でＹ２マネージャーから「正社

員の件、７月から。どんなに遅くなっても来年１月から。」と告げられ、

その理由として、Ｙ２マネージャーは、「７月であれば、Ｘ２の前任者の

派遣社員の勤務期間と合わせての派遣期間が１年以上となる。」と述べた。

もっとも、本件労働者派遣契約及び本件派遣スタッフ雇用契約書によれば、

Ｘ２の業務内容は、労働者派遣法施行令４条５号にいう事務用機器操作で

あって、役務の提供を受ける期間の制限はなかった（労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下「労

働者派遣法」という。）第４０条の２第１項第１号）。

〔甲３５、審①Ｘ２証人〕

(5) 同年６月下旬、Ｘ２は、Ｚから電話で、正社員化の件が７月からでなく

１０月からになったとＹ２マネージャーから話があった旨伝えられた。

〔甲３５、審①Ｘ２証人〕
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(6) 同年８月頃から、会社では、派遣社員を含む今後の要員をどうするか検

討がなされており、派遣社員については、総務部人事・教育グループと派

遣社員を配置している部署との間で、今後の要員計画ヒアリングが行われ

ていた。

なお、会社の採用に関する人事権は社長及び総務部長にあり、採用に関

する実務は人事・教育グループで行っていた。

〔乙７、審②Ｙ４証人〕

(7) 同年１０月２８日頃、Ｘ２は、会社の資材管理室でＹ３グループリーダ

ーから「正社員の件、１１月からと思っている。」と言われた。

〔甲３５、審①Ｘ２証人〕

(8) 同年１０月下旬から１１月初旬にかけて、会社は、最終的な経営判断を

する素案作りのため、各派遣社員に対し、会社の正社員として働く意思が

あるのかどうか派遣元会社を通じて確認した。その際、会社は、各派遣元

会社に対し、正社員化するかどうかは検討段階であり、最終決定ではない

旨念を押した。

もっとも、この段階では、Ｘ２は、ＢＳＳ社から正社員になる意向があ

るかについての確認を受けていない。

〔乙７、審①Ｘ２証人、審②Ｙ４証人〕

(9) 同年１０月以降、Ｙ２マネージャーは、Ｘ２の時間外労働時間が３６協

定で定めている月４０時間を超えた場合、その超えた部分について時間管

理を分けるため、別の台帳を作成するようＸ２に指示し、二重に時間管理

を行っていた。具体的には、Ｙ２マネージャーは、Ｘ２の残業時間が１か

月４０時間を超えた部分を翌月へ繰り越すことを指示し、繰り越された時

間をタイムカード上、翌月の時間外労働時間に加える操作を行っていた。

平成２１年１０月での４０時間を超えた２２時間４５分の時間外労働時

間は、翌１１月へ繰り越され、また同年１１月分から翌１２月へ２２時間

が繰り越された。さらに、同年１２月分から翌年１月へ７時間５４分が繰

り越された。

〔甲２、甲３５、審①Ｘ２証人、審②Ｙ４証人〕

(10) 同年１１月末、Ｘ２は、Ｙ２マネージャーに上記(4)の件について「来

年１月からの正社員の件はどうなりましたか」と質したところ、Ｙ２マ

ネージャーは、「まだ決まっていない。」と答えた。Ｘ２は、正社員化の
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話が具体化せず、いい加減な話をされていると不信感を持ち、１２月末

で契約期間の満了期が到来することから、Ｙ２マネージャーに「１２月

末日で辞めます。」と告げた。

その後、Ｘ２は、Ｙ３グループリーダーから会議室に呼び出され、「他

部門からの評判もいいので、頑張ってほしい。３月に会社として、派遣

社員の見直しがある。それで、４月から正社員になれる。」と慰留され

た。Ｘ２がＹ３グループリーダーに対し、正社員になれるのか確約でき

るか質したところ、Ｙ３グループリーダーは、「確約できない、購買グ

ループとして、上に話をしてみよう。」と答えた。さらに、Ｘ２が今ま

で上に話したことがないのか質したところ、Ｙ３グループリーダーは、

「ない。」と答えた。

〔甲３５、審①Ｘ２証人〕

(11) 同年１１月下旬、会社は、派遣社員の正社員化を含め、これ以上の従

業員の増員は行うべきでないとの経営判断を行い、同年１２月初旬にか

けて、この結果を各派遣元会社及び配属先部門長に伝えた。

同年１２月初旬、Ｘ２は、Ｙ３グループリーダーから「上に聞いた結

果、今の部門で正社員にするつもりはない。」と伝えられた。

〔甲３５、乙７、審①Ｘ２証人、審②Ｙ４証人〕

６ 会社における正社員採用等の実績

Ｘ２の就労期間とその前後における会社の現業職以外の中途採用等の状況

は、以下のとおりであった。

( )内は現業職を含めたもの

中途採用者 派遣社員から正社員へ採用 中途採用者のうち派遣社員

（単位：人） （単位：人） からの採用の占める割合

平成19年度 １２ （３５） １ （２） 8.3％ （5.7％）

平成20年度 １８ （６５） ２ （７） 11.1％（10.8％）

平成21年度 ７ （２１） １ （２） 14.3％ （9.5％）

平成22年度 ０ （１） ０ （１） － （100％）

計 ３７ (１２２） ４（１２） 10.8％ （9.8％）

〔乙１０、乙１１〕

また、会社の平成１９年度から平成２２年度までの４年間における派遣社
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員の現業職以外の受入人数は、計２９名（現業職を含めて３９名）であり、

このうち最終的に正社員に採用された人数は、計４名（現業職を含めて１２

名）であった。現業職以外の派遣受入者のうち最終的に正社員となった者の

割合は、１３．８パーセント（現業職を含めて３０．８パーセント）であっ

た。

〔乙１０、乙１２〕

７ Ｘ２の就労終了後の状況と団交申入れ

(1) Ｘ２の雇用契約終了と組合加入

平成２２年３月３１日、Ｘ２は、会社での就労を終了し、ＢＳＳ社との

契約も同日に終了した。

同年４月７日、Ｘ２は、会社で就労していた際の処遇について疑問を感

じていたことから、この問題を解決するため組合に相談に行き、同日、組

合に加入した。

〔審①Ｘ２証人〕

(2) ５月２６日の話合い及び会社の対応等

ア 同年４月１２日、組合とＢＳＳ社は、Ｘ２の正社員化の問題について

話合いを行った。

〔審①Ｘ２証人〕

イ 同年４月下旬、Ｙ４マネージャーは、組合のＸ１執行委員長（以下「Ｘ

１委員長」という。）から「ＢＳＳ社では話にならないので話を聞いて

もらえないか」との内容の電話を受けた。

〔乙７、審②Ｙ４証人〕

ウ 同年５月２５日、会社は、組合から、Ｘ２の正社員化の問題に関する

謝罪、損害賠償、慰謝料の支払及び時間外労働未払賃金の支払を要求し

た「信義 即 違反に対する通知と要求書」と題する書面を郵送により受
(ママ）

領した。

〔甲１１、乙７、審②Ｙ４証人〕

エ 同年５月２６日、組合と会社は、小倉リーガロイヤルホテルの喫茶室

において話合いを行った。出席者は、組合側がＸ１委員長、Ｘ３（以下

「Ｘ３書記次長」という。）、Ｘ２の３名、会社側は総務部人事・教育

グループのＹ５グループリーダー、Ｙ４マネージャーの２名であった。
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組合は、Ｘ２への時間外労働未払賃金があることを指摘し、その支払

を求めるとともに、正社員化の問題についてＸ２が受けた取扱いの経緯

を説明をした。それに対し、Ｙ５グループリーダーは、「万が一事実な

ら大変なことだ。事実関係を調べて判断したい。」と発言した。

〔甲１２、審①Ｘ２証人〕

オ 同年６月８日、Ｙ４マネージャーは、組合に電話をし、「弁護士と相

談した結果、Ｘ２とは雇用関係にないので団交に応じない。謝罪、損害

賠償、慰謝料の請求は拒否する。時間外手当についてはタイムカードと

パソコンデータとの差異があったのでＢＳＳ社を通じて支払う。」と回

答した。

〔甲１４、審②Ｙ４証人〕

(3) ６月１４日付け団交申入れ

同年６月１４日、組合は会社に対し、団交を申し入れたが、会社は回答

せず団交に応じなかった。

団交申入書には、議題として次のとおり記載されていた。

① ５ 月８日に表明された電話でのやり取りが正式回答としての有効
(ママ)

性を明確にするためには御社の見解を文書にて回答すること。

② 御社の調査結果でも時間外手当の不払いの事実が確認をされたの

であるから。月毎のデータを提出するなど事実関係を明らかにして

謝罪すべきである。断じて電話で済ます事柄ではなく文書をもって

回答することを求めるものである。

③ 時間外手当の支払いを口頭で言われたがそのうちに遅延損害金は

含まれているのか明らかにしていない。

④ 御社が当事者組合員にたいして「正社員になる意思」を確認し、

双方がそれを期待して就業していたという事実関係であり、御社が

これを一方的に反故にした契約の不履行が争われているのである。

契約の不履行にあたらないと主張する根拠を明らかにすること。

⑤ グループリーダーが約束した「具体的なやり取り」の調査結果を

どのように判断したのかあきらかにすること。

〔甲１５〕
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(4) 労基署への申告等

ア 同年６月３０日、会社は、Ｘ２の時間外手当について調査をした結果、

平成２１年１０月のタイムカードとパソコンデータとの間に差異が

確認されたとして、その差である２３.７５時間分の派遣料金として

４９,８７５円をＢＳＳ社へ支払った。

同年７月２日、ＢＳＳ社は、Ｘ２に対し、２３.７５時間分の賃金と

して３２,６５７円を支払った。

〔甲２９の１、乙７〕

イ 同年７月７日、組合は、ＢＳＳ社に対し、Ｘ２の正社員化の問題及び

時間外労働未払賃金等について団交を申し入れた。

〔甲１６〕

ウ 同年８月１３日、組合は、ＢＳＳ社に対し、Ｘ２が会社に派遣されて

いた平成２１年１月から同年１２月までの間、Ｘ２が休憩時間に就労し

た分の賃金を請求した。

〔甲７〕

エ 同年８月１９日、ＢＳＳ社は、前記ウに対し、いつ、どのくらいの時

間、どのような業務をしたのか明らかにしなければ、会社に請求できな

い旨回答した。

〔審①Ｘ２証人〕

オ 同年９月９日、Ｘ２は、休憩時間中の就労に対する未払賃金の支払等

を求めて労基署へ申告を行った。

〔甲６、審①Ｘ２証人〕

カ 同年１０月１２日、労基署は、会社に立ち入り、平成２１年１月から

１２月までの１年間におけるＸ２の休憩時間中の就労状況について調査

を行った。

〔乙７、審②Ｙ４証人〕

キ 同年１０月２２日、Ｘ３書記次長は、会社の労働時間の管理のあり方

について労基署へ相談に行った。

〔甲１８、審①Ｘ２証人〕

(5) １０月２６日付け団交申入れ

同年１０月２６日、組合は会社に対し、団交を申し入れたが、会社は回

答せず団交に応じなかった。
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団交申入書には、要求事項として次のとおり記載されていた。

① 民法第１条２項 信義則違反に対する謝罪と損害賠償の支払い。

② 労基法２４条及び３７条に基づいた賃金の支払い。

③ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

基準についての通達」に違反している時間管理の是正。

④ 専門２６業 種 に該当しない業務をさせていることの是正。
（ママ）

〔甲１７〕

(6) 労基署による是正勧告書の交付等

ア 同年１１月１５日、労基署は、ＢＳＳ社に対し、時間外の割増賃金の

未払に係る是正勧告書を交付した。

〔乙７、乙１３〕

イ 同年１１月２２日、ＢＳＳ社は、Ｘ２に対し、平成２１年１月から

１２月におけるＸ２が休憩時間に就労した計２３時間４７分の賃金とし

て３２，７０２円を支払った。

同年１１月３０日、会社は、ＢＳＳ社が同年１１月２２日にＸ２へ支

払った賃金と同額の金銭をＢＳＳ社へ支払った。

〔乙７、審②Ｙ４証人〕

ウ その後、Ｘ２は、平成２２年１月から３月までの間も昼休みに受付業

務を行っていたことを思い出したとして、労基署に対して追加調査の申

出をした。そのため、同年１１月２６日、労基署は会社に対し、全社員

分の時間外労働時間調査を実施した。

〔乙７〕

エ 同年１２月３日、会社は、労基署から昼休み休憩時間中に通常勤務が

発生した場合の対応を含む時間外労働等の管理のあり方について指導を

受けた。

〔乙４の２〕

(7) １２月２０日付け団交申入れ

同年１２月２０日、組合は会社に対し、団交を申し入れたが、会社は回

答せず団交に応じなかった。

団交申入書には、次のように記載されていた。
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［前略］

当該組合員が受けた人権侵害・賃金不払い・時間管理による不利益

は、まさに貴社の管理職から受けたものであり、組合がこれらの問題

の改善・是正を団交で解決を図ることは当然の権利である。

朝日放送事件での最高裁判例や滋賀県労働委員会の判断からすれば、

貴社が「雇用関係にない」ことを「理由」に組合との団交拒否は許さ

れないことは明らかである。

［中略］

…… 年内に団体交渉を受け入れるように申し入れるものである。

〔甲１９〕

(8) 労基署への是正報告等

ア 平成２３年１月７日、会社は、是正勧告指導等を受けた事項について

労基署へ是正報告をした。

〔乙５〕

イ 同年１月２１日、会社は、労基署からＸ２の休憩時間中の労働につい

て５６分間が追加で認められた旨の説明を受けた。会社は、その内容を

ＢＳＳ社に伝え、金額の算定とＸ２への支払を依頼した。

〔乙７〕

ウ 同年１月２６日、ＢＳＳ社は、Ｘ２に対し、平成２２年１月から３

月までの間にＸ２が休憩時間に就労した５６分間分の賃金として、

１,２８４円を支払った。同年１月３１日、会社は、ＢＳＳ社に対し、平

成２２年１月から３月までの間にＸ２が休憩時間に就労した５６分間分

の派遣料金として１，９５３円を支払った。

〔甲２９の２、乙７〕

エ 同年２月中旬、会社は、労基署からＸ２の未払賃金に関する調査は今

回の支払をもって終了する旨の連絡を受けた。

〔乙７、審②Ｙ４証人〕

第３ 判断及び法律上の根拠

１ 会社は団交に応ずべき使用者に当たるか

(1) 申立人の主張
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ア 判例（朝日放送事件・最三小判平成７年２月２８日）では、雇用主以

外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に

従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的と

はいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができ

る地位にある場合には、その限りにおいて、雇用主以外の事業主は労組

法７条の使用者に当たるものと解するのが相当であるとされている。

イ Ｘ２は、会社在職中に派遣先の職場の上司から正社員化に関する意向

の確認をされ、これを了承した。これ以降、Ｘ２の担当業務は拡大され、

残業時間は増加したことから、正社員になれるとの期待は高まったので

ある。このことから見れば、Ｘ２と会社との間に雇用関係における内々

定が成立しており、正社員化問題における雇用契約上の「使用者性」を

構成するものである。

また、判例（安田病院事件・最三小判平成１０年９月８日）では使用

者と労働者との間に客観的に推認される黙示の意思の合致がある場合に

は、黙示の労働契約の成立が認められるとされている。会社は、Ｘ２の

使用者としての基本的要素を備えていたと解釈でき、その意味でＸ２と

会社との間に黙示の労働契約が締結されていたとみなされる。

ウ 被申立人は、未払賃金があった場合の支払責任がＢＳＳ社にあるとし

て、何ら責任がない旨主張するが、ＢＳＳ社が賃金の支払をしなかった

のは、会社が違法な時間管理・違法な長時間労働をＸ２に指示していた

ことを知らされていなかったからである。また、休憩時間について会社

は「拘束していない」としたことからＢＳＳ社はＸ２に支払ができなか

ったのである。違法な労務管理による長時間労働をＸ２に指示していた

事実こそ会社の未払賃金における「使用者性」を裏付けるものである。

エ 以上により、会社がＸ２の労組法上の使用者に当たることは明白で

ある。

(2) 被申立人の主張

ア 申立人のいう朝日放送事件最高裁判決は、現に勤務している社外労働

者の労働条件に関する団交拒否について争われた事案である。これに対

し、本件は、Ｘ２が会社での勤務を終了した後の団交に関する事案であ

って、雇用主と部分的とはいえ同視できる地位にないことは明らかであ

り、同判決の使用者拡張の法理は当てはまらない。
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イ 申立人は、会社在職中に派遣先の職場の上司がＸ２に対し正社員にす

ると述べた、また、Ｘ２と会社との間で雇用に関する契約交渉があった

旨主張するが、このような事実はない。

組合が会社に団交を要求しているのは、Ｘ２が派遣社員として勤務し

ていた当時の正社員化の問題についての損害賠償・慰謝料の支払、時間

外労働賃金の支払を求めるというものである。Ｘ２は、本人の意思によ

り既に退職しており、会社とＸ２との間には労働契約関係はないことか

ら、会社はＸ２の基本的な労働条件等について、現実的かつ具体的に支

配、決定することができる地位にない。

申立人は、本件において内々定に当たる旨主張しているが、Ｘ２と会

社が雇用契約の交渉を行った事実はなく、仮にＸ２の証言によったとし

ても、Ｘ２が会社から採用する旨の意思表示を受けた事実はない。よっ

て、本件において内々定が妥当する余地はない。

また、申立人は、安田病院事件最高裁判決をもとにＸ２と会社との間

に黙示の労働契約が締結されていたと主張するが、この判決は、団交の

不当労働行為における「使用者性」について判示した判決ではなく、本

件に妥当するものではない。

ウ 時間外労働未払部分については、未払がある場合、雇用主であるＢＳ

Ｓ社が労働基準法に従って支払わなければならない性質のものであり、

労使間の団交によって合意を目指すというものではない。

エ 以上により、会社は、Ｘ２の労組法上の使用者に該当しない。

(3) 当委員会の判断

ア 使用者性について

使用者とは、一般的には労働契約上の雇用主をいうものであるが、労

組法７条に定める不当労働行為制度の趣旨に鑑みれば、同条にいう「使

用者」については、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働

者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条

件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具

体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにお

いて、右事業主は同条の『使用者』に当たる」と解すべきである（前掲

・朝日放送事件）。

この点について、被申立人は、本件はＸ２が会社で派遣就労を終了し
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た後の団交に関する事案であり、Ｘ２の基本的な労働条件等について、

現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にないので、上記

最高裁判決とは事案が異なると主張する。

しかしながら、たとえ派遣就労が終了した後であっても、未払賃金の

存否等労働関係の清算を巡る何らかの問題がなお残存しており、派遣先

事業主が当該問題を解決しうる立場にあると解されるときには、なお当

該派遣先事業主は労組法上の使用者に当たることがあると考えられるの

で、被申立人の同主張は採用できない。

また、派遣先事業主が当該問題を解決しうる立場にあり、労組法７条

にいう使用者に当たるかどうかは、組合が団交を要求する事項との関係

において、部分的かつ相対的に決定すべきものである。そして、本件に

おいて、組合が３度にわたり会社に申し入れた団交で要求する団交事項

は、①Ｘ２の正社員化に関する問題、②同人の時間外労働による賃金等

労働時間の管理に関する問題、及び③同人に専門２６業務に該当しない

業務をさせていることの是正等の労働条件に関する問題であることから

すれば、会社が組合との団交に応じるべき使用者に当たるかどうかは、

これらの団交事項ごとに判断するのが相当である。

そこで、以下各団交事項ごとに会社の使用者性を検討する。

イ 各団交事項から見た使用者性の存否

(ｱ) 正社員化に関する問題

a 被申立人は、職場の上司がＸ２に対し、正社員として直接雇用す

る旨の申入れ及び雇用に関する契約交渉をしたような事実はないと

主張する。しかしながら、この正社員化の問題に関し、本件審問に

おいてＸ２が行ったＹ２マネージャーらとのやりとりについての証

言（審①Ｘ２証人）はいずれも具体的であり不自然なところは認め

られない。また、Ｘ２が正社員になる意思がある旨をＺに返答した

とされる平成２１年２月末直後から、Ｘ２の担当業務は拡大され、

月初めや月末以外にも残業を行うようになったことが認められる

（審②Ｙ４証人）。これらのことからすれば、平成２１年２月末以

降、Ｙ３グループリーダーとＹ２マネージャーがＸ２に対し、複数

回にわたって正社員化の時期の見込みやその延期について告げた事

実を認めることができるのであり、これに反する具体的な疎明はな
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い。

このような管理職らの一連の行為は、明確な方針がないまま非正

規雇用労働者である派遣社員に対して、過大な期待を抱かせる不用

意なものといわざるを得ず、これによってＸ２に正社員化に対する

期待を抱かせたことが推察される。

しかしながら、前記アで述べたとおり、「雇用主以外の事業主」

が労組法７条にいう使用者に当たるといいうるには、「その労働者

の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき

る」程度に支配、決定する地位にあることを要するところ、本件の

ような派遣先事業主における派遣社員の正社員化（派遣社員の直接

雇用を意味する）の問題とは、本来、派遣社員の雇用主である派遣

元が決定する性質のものではないのは自明であるから、これについ

て「雇用主と……同視できる」かという判断基準を用いるのは適切

でない。

もっとも、派遣先事業主が派遣労働者に対して正社員化の条件と

して長時間の時間外労働をすることを要求していた場合には、なお、

正社員化の問題は派遣労働者の基本的労働条件等の前提となる発言

と捉える余地があるのでさらに検討するに、本件においては、①正

社員になるなら長時間の時間外労働をするよう述べたのは、会社の

社員でなくＢＳＳ社のＺであること（前記認定事実第２の５(2)）、

②Ｘ２が行った月ごとの時間外労働時間は、概ね当初に合意された

４０時間の範囲内であり、これを大きく超える時間外労働を行った

ことが確認できるのは平成２１年１０月のみであること（前記認定

事実第２の５(9)）、③Ｙ３グループリーダー及びＹ２マネージャ

ーには正社員化に関する権限はないこと（前記認定事実第２の５

(6)）が認められる。

よって、本件において会社がＸ２に対して時間外労働への従事を

正社員化の条件として要求していたとまでいえるような事情は認め

られない。

b また、雇用主以外の事業主であっても、当該労働者との間に、近

い将来において労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性

が存する者も労組法上の使用者に該当すると解しうる場合があるこ
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とから、Ｘ２と会社との間に、近い将来において労働契約関係が成

立する現実的かつ具体的な可能性が存していたかどうかを検討す

る。

この点につき、前記第２の６に認定のとおり、会社における現業

職以外の中途採用者のうち派遣社員から採用された者の割合を見る

と、平成１９年度につき８.３パーセント、平成２０年度につき

１１.１パーセント、平成２１年度につき１４.３パーセント、平成

２２年度につき「なし」であり、これらの採用割合からすると、会

社における中途採用者のうち派遣労働者はある程度の割合を占めて

いるものの、一部にすぎない。また、平成１９年度から平成２２年

度までの間に会社が受け入れた現業職以外の派遣社員のうち、最終

的に正社員へ採用された者の割合は、１３．８パーセントにとどま

る。この比率から見る限り、会社で受け入れた派遣労働者のうち相

当の割合で正社員となっているということもできない。これらの状

況から見れば、会社の正社員採用の方式において、派遣社員が正社

員となることが通常予定されていたとは認められない。

次に、正社員化について派遣労働者と派遣先会社との間で明確な

合意があるなどの事情がある場合も、近い将来において労働契約関

係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存するということができ

る。本件においては、会社のＹ２マネージャーらが正社員化の打診

等をしたことにより、Ｘ２が相応の期待を抱いたことが推察される

ものの、正社員化を打診したのは会社において採用の権限を有して

いないＹ２マネージャーらのみであり、このような事実の存在をも

って、会社がＸ２を正社員として雇用する意思を明確にし、それを

Ｘ２に申し入れたとは認められず、Ｘ２と会社との間に、正社員と

して雇用するとの明確な合意があったとはいえない。

以上によれば、Ｘ２と会社との間に、近い将来において労働契約

関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存したと認めるに足る

事情は認められない。

c さらに、申立人は、Ｘ２と会社との間に雇用関係における内々定

が成立していたと主張する。しかし、Ｘ２の上司が同人に対し、正

社員となる意向があるかどうかを口頭で確認し、あたかもそれが近
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いうちに実現するかのような発言をした事実は認められるものの、

会社として正式にＸ２を雇用する旨の意思を表示したものとはいえ

ず、内々定が成立していたと認めることはできない。

加えて、申立人は、Ｘ２と会社との間に黙示の労働契約が締結さ

れていたと主張する。しかし、Ｘ２は、本来の労働者派遣の枠組内

で会社に就労していたにすぎず、例えば、派遣元事業主の存在が形

骸化していたり、派遣元事業主と労働者との間の労働契約が無効と

なるような重大な派遣法違反が存在していたり、Ｘ２の賃金等を実

質的に会社が支払っていたなどの特段の事情は認められないことか

らすれば、Ｘ２と会社との間に黙示の労働契約が成立していたとは

いいがたい。

d 以上のことから、Ｘ２の正社員化の問題について、会社が団交に

応ずべき使用者に当たるとすべき理由を見い出すことができない。

(ｲ) 時間外労働に伴う賃金問題等労働時間の管理に関する問題

会社では、Ｘ２の就労時間を管理するに当たり、前記第２の４(1)

に認定のとおり、Ｘ２の労働時間が記載されたＢＳＳ社所定のタイム

カードの記入内容をＹ２マネージャーが確認した上で押印し、Ｘ２が

ＢＳＳ社へファクシミリで送信していたのであり、ＢＳＳ社はそのタ

イムカードの記載どおりに時間外手当を支払っていたにすぎない。ま

た、前記第２の５(9)に認定のとおり、Ｙ２マネージャーは、３６協

定で定めていた月４０時間を超えるＸ２の時間外労働時間をその計算

上、翌月以降に繰り越すため、Ｘ２に対し、タイムカードと別の台帳

で管理するよう指示しており、その結果として、賃金未払の問題が生

じたことが認められる。さらには、前記第２の７(4)ウのとおり、組

合は、ＢＳＳ社に対し、Ｘ２が休憩時間に就労した分の賃金の請求を

行ったが、それに対しＢＳＳ社は、Ｘ２が就労した時間数などを明確

にしなければ支払うことができない旨回答している。また、前記第２

の７の(4)カ、(6)ア、イ及びエ並びに(8)ウのとおり、会社は、Ｘ２

の昼休みの休憩時間の勤務実態を把握していたとはいえず、賃金未払

の問題が生じたことが認められる。

以上のとおり、会社は、派遣先事業主としてＸ２の業務について直

接指揮命令を行う立場にあり、現実にも労働時間の管理の方法につい
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ても具体的な指示を行っていた。

以上の事実と、労働者派遣法４４条２項により、派遣中の労働者の

派遣事業に関しては、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する

事業とみなして、労働基準法３２条（労働時間）、同法３６条１項（時

間外及び休日の労働）が適用されることを併せ考えれば、Ｘ２が会社

に在職していた当時に生じた時間外労働に伴う賃金問題等労働時間の

管理に関する問題については、会社が対応すべきものであり、かつ対

応可能な基本的労働条件等に関する事項であるといえる。

したがって、会社は、Ｘ２の時間外労働に伴う賃金問題等労働時間

の管理に関する問題について、ＢＳＳ社と部分的とはいえ同視できる

程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあった

ということができる。

よって、会社は、Ｘ２の時間外労働に伴う賃金問題等労働時間の管

理に関する問題について団交に応ずべき使用者に当たる。

(ｳ) Ｘ２に労働者派遣法施行令４条５号にいう「事務用機器操作」に該

当しない業務をさせていることの是正

会社とＢＳＳ社との間で締結された労働者派遣契約及びＸ２とＢＳ

Ｓ社との間で締結された雇用契約によれば、Ｘ２の従事すべき業務は、

「労働者派遣法施行令第４条５号の事務用機器操作」と記載されてい

るところ、組合は、平成２２年１０月２６日申入れの団交要求におい

て、「専門２６業務に該当しない業務をさせていることの是正」を求

めている。

派遣労働者が、派遣先事業主の指揮命令に基づき、労働者派遣契約

で定める業務以外のものを命じられていることが事実であるとするな

らば、それは、派遣先事業主が労働者の基本的な労働条件等について、

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、

決定することができる地位にあることによるものと考えられるから、

その限りで派遣先事業主は、労組法７条の「使用者」に当たるという

ことができる。

よって、会社は、Ｘ２を「事務用機器操作」以外の業務に従事させ

たことについて、団交に応ずべき使用者に当たると一応いうことがで

きる。
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２ 会社が組合の団交申入れに応じなかったことに、労組法７条２号の「正当

な理由」が認められるか

(1) 申立人の主張

ア 義務的団交事項は、組合員の賃金、労働時間等の労働条件をはじめ、

種々の処遇（解雇、配転等）と、組合活動、組合事務所等の便宜供与等

の組合活動に関する条項を含むとされており、本件事案の場合、賃金支

払、違法な労務管理、違法な長時間労働、正社員化の問題を巡る問題は、

義務的団交事項に該当する。

イ 正社員化に関する問題などの雇用問題は、労働条件の根幹をなすもの

であり、また、未払の賃金については、労働者の根源的な生計を左右す

ることから義務的団交事項に該当するものである。

労働組合が、Ｘ２からの訴えに基づいて、会社に正社員化問題に関す

る事実関係の確認とそれに基づく謝罪や損害賠償、慰謝料の請求を行う

ことは、何ら問題ないものである。

ウ 会社が平成２１年１０月分としてＸ２へ支払った時間外労働の賃金

は、タイムカードと実態を反映していないパソコンデータとの時間差を

検証したものであり、実態を反映したものでないことは明らかである。

したがって、総合的に検証した結果に基づいて賃金の支払がなされるべ

きである。

また、休憩時間の業務対応について待機時間として賃金の不払がある

と認識している。

エ 以上より、会社が団交申入れに応じなかったことに、労組法７条２号

の「正当な理由」は認められない。

(2) 被申立人の主張

ア 義務的団交事項は、組合員の賃金、労働時間等の労働条件をはじめ、

種々の処遇（解雇、配転等）と、組合活動、組合事務所等の便宜供与等

の組合活動に関する条項等のうち、使用者の処分可能な事項をいうとさ

れている。

イ 本件において、謝罪、損害賠償及び慰謝料の各請求が労働条件や処遇

に関する事項でないことは明らかである。これらは、個別労使関係紛争

又は民事上の損害賠償請求として争うべきである。
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ウ 時間外労働未払分については、労働基準監督署の指導のとおり雇用主

であったＢＳＳ社からＸ２に対する支払を終えており、また、会社はＢ

ＳＳ社に対し、未払分の支払は終えており、解決をみている。

エ 以上より、会社は団交に応じる義務はないというべきである。

(3) 当委員会の判断

ア 使用者が団交に応じなければならない義務的団交事項とは、組合員の

労働条件に関連する事項であって使用者に処分可能なもの、及び労働組

合の運営や労使関係に関連する事項である。申立人の団交要求事項がこ

れに該当するかどうかの判断は、前記第３の１と同様、交渉を申し入れ

られた事項ごとに判断するのが妥当である。

(ｱ) 正社員化に関する問題

既に、前記第３の１(3)イ(ｱ)で判断したとおり、正社員化に関する

問題について、会社は、団交に応ずべき使用者の地位にあったとはい

えないのであるから、同問題が義務的団交事項に当たるか否かを判断

するまでもない。

(ｲ) 時間外労働に伴う賃金問題等労働時間の管理に関する問題

a 時間外労働に伴う賃金問題

組合の申し入れた団交事項のうち、時間外労働に伴う賃金問題は、

次のように整理できる。

(a) 平成２２年６月１４日の団交申入事項（前記第２の７(3)）で

は、「②…時間外手当の不払いの事実…月毎のデータを提出する

など事実関係を明らかにして…」及び「③時間外手当の支払い…

遅延損害金は含まれているのか…」が組合が申し入れた事項であ

る。これは、(ⅰ)３６協定を超えた時間外労働に対する賃金の支払

要求及びその算出についての資料要求、（ⅱ）遅延損害金が含まれ

るか否かの説明要求と解される。

(b) 同年１０月２６日の団交申入事項（前記第２の７(5)）では、

「②労基法２４条及び３７条に基づいた賃金の支払い」及び「③

『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

基準についての通達』に違反している時間管理の是正」が組合が

申し入れた事項である。これは、（ⅰ）３６協定を超えた時間外労

働に対する賃金の支払要求、（ⅱ）休憩時間の就労に対する賃金の
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支払要求、（ⅲ）３６協定を超えて時間外労働を命じたことに関す

る経緯についての説明要求、（ⅳ）タイムカードと別台帳による時

間管理に関する説明要求、（ⅴ）休憩時間に就労する実態があった

ことに対する説明要求と解される。

(c) 同年１２月２０日の団交申入事項（前記第２の７(7)）では、

「賃金不払い・時間管理による不利益」が組合が申し入れた事項

である。これは、上記６月１４日、１０月２６日の申入事項と同

じ内容であると解される。

これらの事項について、被申立人は、労基署の指導のとおり既

に賃金を支払済みであり、解決していると主張する。しかし、会

社は、３６協定を超えたＸ２の時間外労働に対する賃金支払に際

して、どのように賃金額を算出したのか全く説明しておらず、資

料も示していない。これは遅延損害金を含むかどうかについても

同様である。また、会社は、３６協定を超えて時間外労働を命じ

た経緯や、タイムカードと別台帳によりＸ２の労働時間を管理す

ることとした経緯についても全く説明していない。

さらに、会社は、休憩時間中にＸ２が就労していたことに伴う

時間外手当の算出方法についても全く説明等をしていない。

このように、これらＸ２の賃金問題の全般にわたって会社が説

明していないことからすれば、そもそも既に支払われた賃金で時

間外労働の賃金がすべて精算されているのか明らかではない。

以上のような事情からすれば、組合と会社がＸ２の時間外労働

に伴う賃金問題について団交を実施する必要性が失われたとはい

えない。

b 労働時間の管理の是正

Ｘ２は、もはや会社で就労しておらず、また、会社には他に組合

の組合員が存在しないことからすれば、たとえ会社での労働時間の

管理のあり方に適切さが欠けていたとしても、そのことについて団

交を実施することがもはや組合員の労働条件の改善につながるとは

いえず、労働時間の管理の是正問題は、義務的団交事項に当たると

まではいえない。

(ｳ) Ｘ２に労働者派遣法施行令４条５号にいう「事務用機器操作」に該
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当しない業務をさせていることの是正

上記(ｲ)b でも述べたとおり、Ｘ２が既に会社で就労しておらず、

会社には他に組合の組合員が存在しないことからすれば、会社がＸ２

に行わせている業務に専門２６業務以外のものが含まれていたとして

も、もはや会社に処分可能な事項とはいえず、組合員の労働条件の改

善につながるわけではないことからすれば、専門２６業務に該当しな

い業務をさせていることの是正問題は、義務的団交事項に当たるとは

いえない。

イ 会社は、労組法上の使用者に当たらないとの理由で団交を拒否してい

るが、既に判断したとおり、Ｘ２の時間外労働に伴う賃金問題に関する

団交については、会社の使用者性が認められるところであり、その拒否

理由に正当性は認められない。

ウ 以上のことから、会社が義務的団交事項であるＸ２の時間外労働に伴

う賃金問題に関する団交に応じなかったことは、正当な理由はなく、労

組法７条２号の不当労働行為に該当する。

よって、被申立人は、前記第３の２(3)ア(ｲ)a(a)中の（ⅰ）、（ⅱ）及び同(b)

中の（ⅰ）から（ⅴ）までについて団交に応じなければならない。

３ 救済の方法

申立人は、平成２２年６月１４日付け、同年１０月２６日付け及び同年

１２月２０日付けで申し入れた団交に応じることを請求する救済内容として

いるが、上記で判断したとおり時間外労働に伴う賃金問題に係る団交拒否の

みが成立するので、その救済方法としては、主文第１項のとおり命じること

とする。

４ 法律上の根拠

以上の次第であるので、当委員会は、労組法２７条の１２及び労働委員会

規則４３条に基づき、主文のとおり命令する。

平成２３年１１月１５日

福 岡 県 労 働 委 員 会

会 長 野田 進 ○印




